
(様式2)

4　指定管理料(決算ベース)
令和5年度 (A)

3　指定管理者

指定期間

指定管理者名

選定方法

一般財団法人　岩手県建築住宅センター

公募（応募者数：1社）

令和6年4月１日　～　令和9年3月31日　(３年間)

釜石市営住宅条例、釜石市改良住宅管理条例、釜石市
コミュニティ住宅管理条例、釜石市定住促進住宅条例、
市営釜石ビル条例、ほか

指定管理者制度導入施設の管理運営状況【対象年度：令和6年度】

所管課

指定管理者

※1～5：所管課記入、6：指定管理者記入、7～8：指定管理者、所管課及び指定管理者評価委員会記入

1　施設名等

113

施設名

住所

電話番号

ホームページ

市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、定住促進住宅及び釜石ビル並びに共同施設

市内各所

129,429

令和6年度 (B)

千円

差　(B) - (A)

千円4,026133,455

2月

▲ 19

2,850

96

216 175 113 2,946137

45▲ 1

99

根拠条例等

設置目的

設置年月

施設内容

利用料金

開所日

開所時間

昭和31年～平成30年度

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、市
民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する

管理棟数：238棟（公営住宅17棟、復興公営住宅210棟、改良8棟、釜石ビル1棟、定住促進2棟）
管理戸数：1,557戸（公営住宅288戸、復興公営住宅1,003棟、併設店舗11戸、改良98戸、釜石ビル77戸、定住促進80戸）
令和7年3月31日現在

住宅使用料として世帯収入により決定

－

－

(2)　営業日・時間の見直し状況(対前年度比)

13

92 112

増減数 (B) - (A)

主な増減要因等

127 221 117

－

－

5　指定管理者が行う業務

(1) 市営住宅等の入居者の募集に関する業務
(2) 市営住宅等の入居、退去等に関する業務
(3) 市営住宅等の維持管理に関する業務
(4) 市営住宅等の管理運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

2　施設の概要

6　利用実績等

3月4月 計12月 1月

(1)　利用実績

10月 11月

釜石市建設部都市計画課

一般財団法人　岩手県建築住宅センター

令和5年度 (A)

令和6年度 (B)

270 101 86 166

5月 6月 7月 8月 9月

120 179 371 1,048 241 100 147

358 1,087

千円

(単位：人、件、％)

入居申込・収入申告・各種申請・修繕受付・苦情相談の対応件数の合計を入れたため、実際の利用者数とは異なります。
公募に係る申込のあった月は増加しています。

▲ 7 ▲ 42 13

開所日数

開所時間

見直しの有無

58 0▲ 39 ▲ 29 104

　令和5年度　：　　　　 244 日

　令和6年度　：　　　　 241 日

　令和5年度　：　　　　　8：30～17：30

　令和6年度　：　　　　　8：30～17：30

　有　　　・　　　無

(有の場合)見直し内
容



【市営住宅・復興住宅入居事務関係】
・市営住宅等募集においては、「広報かまいし」及び当センターホームページにより広く周知したうえで適切に公募を行いました。抽
選については、公共施設等での開催とし、公平性を期すため、公開抽選により入居予定者を決定いたしました。復興住宅の一般化、
釜石ビル、定住促進住宅など、募集形態が多様化、複雑化していることから、市営住宅等に関しては、年間スケジュールを決めて定
期的に募集するよう実施いたしました。
・連続落選者（公募4回以上落選者）への優遇措置では、適正な管理の元、対象者へ優遇措置を実施しました。また、優遇措置対象
者と非対象者に適切な説明を行い理解を得られるように努めました。
・入居率の低い半島部の住宅について、定期募集から随時募集に切り替えのため都市計画課と定期的に協議し令和7年度から実施
の予定です。

【収入申告事務関係】
 ・収入申告事務においては、当センターの長年にわたるノウハウを基に、提出書類や提出方法をわかりやすく記載し、入居者の目線
に立った案内文書を作成し、窓口でのきめ細やかな対応に努めました。案内文書は毎年度改良を重ね、わかりやすく見やすい案内
を心掛けております。
・データ管理では、Excelから新たにクラウドサービス（kintone)を導入しました。クラウドサービスを導入することにより、データを一元化
することができ、今までできなかった、複数人での業務が可能となりました。アクセススピードも飛躍的に向上したことにより、窓口、電
話対応で入居者を待たせることなく対応することができました。収入申告の提出状況もデータベース化したことにより、職員も状況の
把握が容易になりました。
・未提出者などの対応では、これまでの経験等により収入申告書をなかなか提出しない入居者を把握し、対象入居者に、早めの提出
を促し、手続きをしていただいた結果、早期に収入申告業務を完了することができました。

・入居者から寄せられる苦情、要望は、貴重なものであると考え、これらについては、クラウド上で管理、当センター職員が誰でも閲
覧、意見交換をすることができます。また、毎週、支所内で全員参加の会議を開催しており、事例の共有や問題の対応検討、事後検
証を行っております。個々の事案について、よりきめ細やかな対応を検討、実施し、日々の業務改善に努めております。必要があれ
ば、支所のみならず、盛岡の本部と対応について協議をしております。今後も真摯に対応し、引き続き業務クオリティの向上に努めて
参ります。
・窓口から対応可能な担当者へ、一回でつなぐ「ワンストップサービス」を徹底し、苦情に対しては、センターの苦情処理対応マニュア
ルに基づいて親切、丁寧かつ迅速に対応しております。また、様々な要望に対しては、可、不可の判断だけではなく、要望を実現す
るためにはどうすれば良いかを常に考えながら対応しております。なお、指定管理者である当センターに裁量が与えられていない要
望についても、遅滞なく都市計画課や関係機関と協議し、時間がかかる案件については相手方へ経過を報告するなど、迅速かつ丁
寧な対応を心がけております。
・仕事の都合で開所時間内に手続きに来られない方などのために郵送で書類提出等を案内しております。また、夜間休日の事故や
緊急の修繕についても、警備保障会社と協力関係を結び、24時間365日体制を整え、適確かつ迅速に対応しております。併せて、セ
ンター、警備保障会社の連絡先ステッカーを作成し、入居者全員に配布することで広く周知しております。
・近年、特殊詐欺など身近なところでの犯罪が増加していることから、釜石警察署と連携し団地自治会向けに「防犯講習会」を開催し
ました。地域の交番職員から特殊詐欺の発生状況や鍵かけ推進などについて講話を頂きました。

(3)　サービス向上のため実施した内容

（4）利用者の主な声とその対応状況

【修繕業務関係】
・修繕業務については、入居者からの不具合等の声に即座に対応し、現地を確認して適切な修繕に努めております。夜間休日は、
警備会社等と連携し24時間体制で緊急時への対応をしており、入居者に安心して住んでいただくための危機管理体制を構築し、広
く入居者へ周知いたしました。また、専門工種毎の分離発注等によるコスト縮減とあわせ、軽微な修繕については、職員による直営で
の修繕を実施し、迅速な対応に努めております。

【自主事業等】
■福祉アシスター業務について
75歳以上の単身高齢者及び80歳以上のみで構成する高齢世帯を対象に定期的に電話、訪問により見守り活動をしております。見守
り対象者と信頼を築き、通院先、介護の有無、ケアマネージャー、家族との関り、団地内の繋がりについて聞き取り精度の高い安否確
認の実施、万一の際には早急な対応ができました。また、クラウドサービス（kintone)を活用し関係情報を記録し継続的な見守り活動
を行っています。
■和らぎ推進業務について
団地内生活をするうえで様々な苦情、要望の相談を受け付けております。苦情に対しては、センターの苦情処理対応マニュアルに基
づいて親切、丁寧かつ迅速に対応しております。要望に対しては、可、不可の判断だけではなく、要望を実現するためにはどうすれ
ば良いかを常に考えながら対応しております。必要があれば、支所のみならず、盛岡の本部と対応について協議をしております。な
お、指定管理者である当センターに裁量が与えられていない要望についても、遅滞なく都市計画課や関係機関と協議し、時間がか
かる案件については相手方へ経過を報告するなど、迅速かつ丁寧な対応を心がけております。苦情、要望など複雑化しており当セン
ターのみでの解消が困難な場合には、福祉関係部署や警察などと打合せを重ね対応しています。
■瓦版やわらぎについて
当センターの活動方針や主な事業の紹介、住みやすい住環境の保持に役立つ情報提供、また、各種手続きを円滑にするための案
内など、入居者が市営住宅について理解を深める目的として、入居者向け広報誌「瓦版やわらぎ」を年3回発行いたしました。
■団地内コミュニティ活性化事業について
入居者で組織する自治会や有志等を対象に活発なコミュニティ活動を支援するため、1団体あたり3万円の補助金を交付する、「団地
内コミュニティ活性化事業」を実施いたしました。自治会等からの反応も良好で、今年も補助金があるかどうか問い合わせをいただき
ます。令和6年度、申請のあった9団体に対し3万円を上限に交付し、交流会、お祭り等、団地内、また、団地と地域間のコミュニティ形
成に役立ててもらうことができました。



7　管理運営状況(実施状況及びそれに対する評価を記入) ※項目は施設の状況に応じて加除修正してください。

評　価　項　目 指　定　管　理　者 評価 所　管　課 評価
指定管理者
評価委員会
最終評価

B

B

利用者サービ
ス向上の取組
み

・入居事務では、抽選の公平性の確保と
効率化のため、担当する職員での勉強
会、他の自治体での事例研究、抽選方
法のシミュレーション等を行って参りまし
た。入居説明においては、「入居者のし
おり」の内容を整理し、入居者にとって特
に重要な部分を抜粋した「ダイジェスト
版」を作成し、入居予定者へ市営住宅で
の生活について適切かつわかりやすい
案内を行っております。
・当センターホームページに団地や募集
情報等を掲載し随時更新を行っておりま
す。
・過去の問い合わせがあった入居希望団
地を記録し、どこの団地のニーズが多い
のかを把握し、入居希望が多い団地を重
点的に公募するようにしています。
・入居者から寄せられる要望等につい
て、個々の事案についてより、きめ細や
かに対応できるよう、引き続き業務クオリ
ティの向上に努めて参ります。
・入居者に対し、漏水事故の増加、実際
にあったケースなどを紹介し、情報提供
をして 参りました。
・クラウドサービス（kintone)を導入し、手
続きに来た入居者を待たせないよう、各
種の案内をするように努めました。

B

「入居者説明会」において、市で作成し
た「入居のしおり」の内容を整理し、特に
重要な部分を抜粋した資料を別途作成
するなど、入居者にわかりやすく理解し
てもらえる工夫をしている。

入居者の見守りや相談等に応じる「やわ
らぎ推進員」及び「福祉アシスター」を配
置し、入居者とのコミュニケーションを図
ることにより、入居者の不安解消や安心し
た生活ができるような支援体制が構築さ
れている。

指定管理者のホームページにおいて、
釜石市の専用ページを設け、募集住宅
や入居者向けの情報提供など周知に努
めている。

クラウドサービスの導入により、データの
一元化を図り、窓口や電話での相談にお
いて、入居者への迅速な対応に努めると
ともに、きめ細かい対応を目指し業務ク
オリティの向上に努めている。

B B

平等な利用の
確保

・市営住宅等募集においては、「広報か
まいし」及び当センターホームページに
より広く周知したうえで適切に公募を行っ
ております。抽選では、申込者数や交通
の便、皆様にとって分かりやすい立地で
あることを鑑みて、公共施設等での開催
とし、公平性を期すため公開抽選により
入居予定者を決定いたしました。
・入居者からの様々な要望に対しては、
広く入居者からの意見等を確認し、公平
性のある対応を心掛けております。また、
可、不可の判断だけではなく、要望を実
現するためにはどうすれば良いかを常に
考えながら対応しております。
・4回以上応募しても落選していた入居希
望者に対して都市計画課と協議しながら
優遇措置を設け募集を行い対象者にき
め細やかな説明をしました。
・半島部などの入居率の低い団地につ
いて定期募集から随時募集への切り替
えについて都市計画課と協議を重ね令
和7年度から実施予定です。
・若年単身者からの申込ニーズが多いた
め単身入居枠の拡大の検討について都
市計画課に要望しています。

B

健康で文化的な生活を営むに足りる住
宅を、住宅に困窮する低額所得者に対し
て低廉な家賃で賃貸することにより、国
民生活の安定と社会福祉の増進に寄与
することを目的とする公営住宅制度の趣
旨、目的を十分理解し、施設の管理運営
を行っている。

B

公営住宅法第22条第1項に規定する「公
募の原則」に則した対応が徹底されてい
る。

公営住宅法第25条第1項の規定に基づ
き適正な入居者の選考が行われており、
抽選については公共施設等で開催し、
公平を期すため公開抽選としている。

入居希望者に対しては優遇措置対象者
及び非対象者への適切な説明を行い理
解を得られるよう努めている。

市営住宅の入居者などからの苦情や要
望に対しては、常に広く意見等のヒアリン
グを行い、公平性をもって対応している。

入居申込者のニーズや住宅について、
常に把握に努めている。

B

施設の目標に
沿った管理運
営

市営住宅は、公営住宅法により住宅困窮
者が安全で安心して生活ができる住まい
のセーフティネットであることを、当セン
ター全ての職員が認識し管理業務を
行っております。特にも復興住宅につい
ては被災された方々の恒久的な住宅で
あることを理解し、一般的な公営住宅管
理に留まらず、市の関係機関等とともに
取り組んで参りました。また、被災者、非
被災者問わず多くの住宅困窮者への
セーフティネットとしての機能を果たして
参りました。

B



自主事業の実
施

・相談対応の専門スタッフ「和らぎ推進
員」、高齢者等の訪問を行う「福祉アシス
ター」を当センターに配置し、単身高齢
者及び高齢者のみで構成する世帯を対
象に定期的に見守り活動を行っておりま
す。高齢者の相談に親身に対応し釜石
市の福祉部門とも情報共有を行い、悩み
ごとを軽減し安心して生活ができるよう支
援を行っております。また、自治会との連
携を深めることを目的として復興住宅自
治会役員との意見交換を開催していま
す。
・釜石警察署と連携し団地自治会向けに
「防犯講習会」を開催しました。地域の交
番職員から特殊詐欺の発生状況や鍵か
け推進などについて講話を頂きました。
・沿岸支所職員全員参加の「支所会議」
を毎週開催し、個々の事案についてより
きめ細やかな対応を検討、実施し、日々
の業務改善に努めております。
・入居者で組織する自治会や有志等を
対象に活発なコミュニティ活動を支援す
るため、1団体あたり3万円の補助金を交
付する、「団地内コミュニティ活性化事
業」を実施いたしました。団地内の交流
会・清掃活動等、また団地と地域間のコ
ミュニティ形成に役立ててもらうことができ
ました。
・定期的に瓦版やわらぎを発行しており、
その時期にあった情報を適切に入居者
へ届けております。
・一部の市営住宅においてドローンを活
用した点検を行いました。今後、対象団
地や点検の範囲を拡大していきます。

A

専門スタッフによる高齢者世帯を対象と
した見守り活動の実施や、入居者の悩み
ごとを軽減し安心して生活するための支
援体制が構築されている。

入居者向けの広報誌「瓦版やわらぎ」を
発行し、事業の照会や情報提供を行うな
ど、入居者へのサービスを意識した取組
が実施されている。

新たな取組として実施した、釜石警察署
と連携した自治会向けの「防犯講習会」
は、入居者、特にも高齢者にとって、有
効的な取組であると考える。対象者を広
げるなど、今後も継続していただきたい。

自治会との連携を深めるため自治会役
員との意見交換や、自治会等のコミュニ
ティ活動の支援のため「団地内コミュニ
ティ活性化事業」を実施し、団地内や地
域間のコミュニティ形成に努めている。

A B

職員・管理体
制

・公営住宅法、釜石市営住宅条例等関
係する法令を、対応する全ての職員が理
解、遵守し業務を行っております。
・職員については沿岸支所を中心として
配置しております。また、必要に応じ、本
部（盛岡）や他の所属から人員を配置し
組織全体で対応いたしました。
・当センターでは「公営住宅災害対策等
運営要領」「公営住宅災害対策運営マ
ニュアル」に釜石市営住宅指定管理業
務を位置づけ、災害及び危機管理発生
時には、釜石市都市計画課と連携し確
実な情報収集にあたるとともに入居者へ
の情報提供等を迅速・的確に行う体制を
構築しております。また、災害に備えて職
員の行動指針や役割分担を定めた「岩
手県建築住宅センター災害対応計画
（IMP）」及び「岩手県建築住宅センター
事業継続計画（BCP）を定めております。
・個人情報保護については、当センター
規定の「個人情報保護規定」「情報セ
キュリティ管理規定」「インターネットシス
テム利用規定」「パソコン使用に関する取
扱規定」を定め、個人情報を含む、あら
ゆる情報の適正な管理、運用を行ってお
ります。また、情報収集ツールを運用し
ペーパーレス化を目指し、個人情報の管
理、運用を慎重に行う取り組みを進めて
おります。
・岩手県精神保健福祉センター主催の
「地域ケア検討会」に出席し、精神障が
いに関する相談技術向上や具体的な対
応事例の共有を行いました。

B

法令に基づき適正な業務管理、運営が
なされている。また、個人情報の取扱い
についても、岩手県建築住宅センターで
規定を定め、あらゆる情報の適正な管理
を行っている。

沿岸支所を中心として職員を配置してお
り、必要に応じて、本部や他の所属から
人員を配置できる体制ができている。

「公営住宅災害対策等運営要領」及び
「公営住宅災害対策運営マニュアル」を
作成し、災害発生に備えるとともに、「岩
手県建築住宅センター災害対応計画
（IMP)及び「岩手県建築住宅センター事
業継続計画（BCP)」を定め、危機管理に
対応している。

B B



・常に経費の削減と、適正かつ合理的な
業務推進に努めており、特に経常、緊急
修繕のコストを削減するため、市場単価
の活用や、材料、機材、工法の仕様の標
準化、専門工種毎の分離発注に努めて
おります。また、軽微な修繕については、
職員による直営での修繕を実施するな
ど、市の指定管理費用の縮減に寄与す
べく、日々の小さな削減を心掛けており
ます。また、地元業者（近隣市町含む）へ
の発注を基本とし、迅速かつ的確な維持
管理を行っております。
・管理経費の縮減として、裏紙使用、カ
ラー、2色、白黒印刷の使い分けをし、印
刷コスト削減、また、情報収集ツールの
活用によりペーパーレス化を促進させ、
紙に係るコストの削減に取り組んでおりま
す。

B

修繕経費について、仕様や発注方法の
工夫や、軽微な修繕については直営で
実施するなど、限られた予算の中で適正
で合理的な業務を実施し、経費削減に
努めている。

印刷コストの削減、ペーパーレス化など
紙に係るコストの削減に努めている。

B B

〈評価分類〉 A ： 仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
B ： おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適切な管理運営が行われている。
C ： 仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
D ： 仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

総合評価 第1期から第3期目までの指定管理期間
や県営住宅等の指定管理で得た経験を
活かし、入居事務及び収入申告業務の
効率化、入居者負担軽減等に努めるとと
もに、引き続き和らぎ推進員、福祉アシス
ターを配置し、入居者の不安の解消に注
力し、瓦版やわらぎの発行等入居者に寄
り添ったサービスを展開して参りました。
復興住宅に一般の入居者が増加してい
く状況下におけるコミュニュティ支援や心
身のケアなど、新たな段階に沿った切れ
目のない支援が必要と考えます。市関係
各所及び支援団体等と協力関係を保ち
積極的に入居者へ関わっていくことが重
要と認識し日々業務に邁進しておりま
す。また、積極的に情報収集ツール、クラ
ウドサービスを導入し、入居者へのサー
ビス向上にも取り組んでおります。また、
月1回都市計画課と定例打合せを行い
業務における課題や対応方法について
共有を図っています。ドローンを活用した
点検や釜石警察署と連携した「防犯講習
会」の開催など新たな取組みを実施して
います。
当センターではSDGｓの取組方針のもと
様々な活動を行っております。「青葉通
緑地花壇清掃」「沿岸支所事務所内への
キッズスペース設置」を行いました

今年度(年度)
の取組み

B

法令に基づいた適正な業務管理、運営
がされている。

当市での長期にわたる指定管理期間で
の経験や他の県営住宅等の指定管理の
経験を活かし、業務の熟知、事務の効率
化に努めている。

また、住宅の管理のみならず、やわらぎ
推進員や福祉アシスターにより、入居者
に寄り添ったサービスに努め、入居者の
事務手続等の負担解消や高齢者の見守
り、相談事に対する不安解消などきめ細
かい対応がみられる。

「防犯講習会」の開催などの新たな取組
の実施は、現状で満足することなく常に
より良く業務を改善しようとする意欲がみ
られる。

業務外においても地域の清掃活動へ参
加し、環境整備や住民とのコミュニケー
ションを図るなど地域とのつながりを大事
にした取組がなされている。

B B

収支状況



指定管理者評価委員会

・従来からの直営管理と比べ、当セ
ンターでは配置転換も少なく職員
の経験を積み重ねることができ、ま
た、指定管理業務を行うことにより、
これまで培ってきた公営住宅管理
のノウハウを最大限生かし、入居者
及び入居予定者の利便性向上やコ
スト縮減に取り組むことができます。
そして、県営住宅等の業務と一体
的に行うことにより一層のサービス
の向上が図られたと考えておりま
す。

所　管　課

公営住宅は、健康で文化的な生活
を営なむこと、また市民生活の安定
と社会福祉の増進に寄与することを
目的とし、整備、運用されているも
のであるが、公営住宅の意義や
セーフティネットとしての機能維持
の必要性を十分に理解、認識した
維持管理がされている。
施設の管理はもとより、当該施設で
生活する人の管理についても十分
意識され、公益性を持った対応が
図られている。
施設所有者である市としてもアウト
ソーシングによる業務の効率化が
図られている。
難解な課題に対しては、市とも連
携、共有しながら対処する土壌が
構築されており、目標に沿った管理
運営が十分に維持されている。

・専門職員が対応することで入居者
との信頼関係が生まれ、一定の成
果を挙げている。
・時代背景や各入居者の状況など
を踏まえ、日常生活が健康で文化
的な生活が送れるよう今後の管理
運営により問題点の管理と解決を
図る必要がある。

・安心安全な生活環境を維持して
いくために、既存町内会等、外部と
の連携を含めたコミュニティ形成の
在り方や高齢者(特に単身高齢者)
に対する細やかな対応を入居者と
対話しながら考えていく必要があ
る。
・空室管理や施設の老朽化などへ
の対策を進める必要がある。

指定管理者

施設の管理運営
の課題

制度の効果

8　効果と課題
項　目

■建物に係る課題
・公営住宅長寿命化計画等の策定
に向けた取組み進んでいますが既
存の市営住宅の改修において、外
壁等の建築工事だけでなく設備面
の改修が必要と考えております。
■入居者対応に係る課題
・復興住宅への入居申込の一般化
が開始され、さらに入居後のコミュ
ニティ形成が重要と考え、市関係部
局及び支援団体との、ますますの
連携、協力体制、情報共有が必要
であると考えまております。
・入居者の高齢化に伴い日常生活
能力が低下している世帯も増えて
います。コミュニュティ形成、同様に
市関係部局及び支援団体との連
携、協力体制、情報共有が必要と
考えております。
・半島部などの入居率の低い団地
について定期募集から随時募集へ
の切り替えと
若年単身者からの申込ニーズが多
いため単身入居枠の拡大の検討が
必要と考えています。

■建物に係る課題
「釜石市公営住宅等長寿命化計
画」が令和7年度に策定される予定
である。計画を策定する上で、改修
する住宅や、修繕の程度、設備の
更新等について調査し検討してい
く予定となっている。
■入居者対応に係る課題
復興住宅の被災者以外の一般入
居化に伴い、多種多様な入居者
や、被災各地域からの入居世帯に
より構成される復興住宅も多く、ま
た、単身高齢世帯も多いため、必
要な見守り支援やコミュニティ形成
支援が重要である。
今後増加が予測される単身高齢者
の死亡に伴い、住宅の残置物の処
分が課題となるため、日頃から入居
者の周囲に関する情報収集が必要
と考える。
今後とも関係部局や支援団体との
連携・協力を期待する。
入居率の低い団地の取扱いや申
込ニーズが多い単身入居枠の拡大
については検討するものとしてい
る。


